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(57)【要約】
【課題】ぎらつき現象を抑え、かつ低コストで効率的な
窓貼り用フィルムを提供する。
【解決手段】本発明の窓貼り用フィルムは上記課題を解
決するためになされたものであり、反射光を拡散させて
ある特定方向に反射光が偏らないという発想から考えた
ものである。それは、基材フィルムの少なくとも片面に
金属薄膜層が設けられており、波長４００ｎｍ～８００
ｎｍにおける垂直反射率が３０％以下であり、かつ、全
光線透過率が２０％以上であり、さらに、ヘーズが５０
％以上であることを特徴とする窓貼り用フィルムである
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材フィルムの少なくとも片面に金属薄膜層が設けられており、波長４００ｎｍ～８００
ｎｍにおける垂直反射率が３０％以下であり、かつ、全光線透過率が２０％以上であり、
さらに、ヘーズが５０％以上であることを特徴とする窓貼り用フィルム。
【請求項２】
波長４００ｎｍ～８００ｎｍにおける垂直反射率が１０％以下であり、かつ、波長８００
ｎｍ～２５００ｎｍにおける垂直反射率が５０％以下であることを特徴とする請求項第１
項記載の窓貼り用フィルム。
【請求項３】
基材フィルムとして金属薄膜層を設ける面にサンドブラスト加工を行ったプラスチックフ
ィルムを用いることを特徴とする請求項第１項および第２項記載の窓貼り用フィルム。　
【請求項４】
基材フィルムの少なくとも片面に金属薄膜層および誘電体層を設けたことを特徴とする請
求項第１項から請求項第３項記載の窓貼り用フィルム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窓貼り用フィルムに関し、さらに詳しくは従来の窓貼り用フィルムに比べ、
ぎらつき現象の抑えられた窓貼り用フィルムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、透明なプラスチックフィルムを基材とし、そのプラスチックフィルムの片面
にアルミニウム、クロム、ニッケル、銀などからなる金属薄膜層を設けられた窓貼り用フ
ィルムは広く知られている。これは、自動車、バス、列車、航空機、船等の乗り物の窓、
住宅、ビル等の建物の窓に使用されており、（１）災害等でガラスが破壊されても、その
破片の飛散を減少させる、（２）可視光線はある程度通すが、近赤外部から赤外部にかけ
ての光線を遮断する、（３）電磁波シールド、（４）結露防止、などの効果が得られる。
【０００３】
　従来提案されている窓貼り用フィルムとしては、以下のようなものが挙げられる。例え
ば実公昭５６－１６５６２には、透明なフィルム上に透視可能な程度のアルミニウムや銅
などの金属の蒸着膜を形成した貼り付け用の光線調整フィルムが開示されている。特開２
０００－１７７０４４には、透明なフィルム上に、半透明金属蒸着膜、硫化亜鉛蒸着膜が
積層され、特定の可視光透過率と紫外線遮断率を有する積層フィルムが開示されている。
また特開平６－２７０３２３には、透明なフィルムの片面に半透明金属蒸着膜、金属化合
物透明蒸着膜、半透明金属蒸着膜が積層された反射光線が虹彩光沢を有する窓貼りフィル
ムが示されている。特開２００１－１４６４４０では、酸化亜鉛層、銀層、酸化錫層を組
み合わせ、高い可視光線透過率と低い可視光反射の刺激純度を有する合わせガラスが開示
されている。特許文献２、３、４では金属膜と透明誘電体を組み合わせることによる光干
渉効果によって、可視光領域の反射率を低下させることによって透過率を向上させるとい
う方法である。
 
【特許文献１】実公昭５６－１６５６２号公報
【特許文献２】特開２０００－１７７０４４号公報
【特許文献３】特開平６－２７０３２３号公報
【特許文献４】特開２００１－１４６４４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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窓貼り用フィルムを例えば窓ガラスに貼った場合、太陽光や照明などの反射光が目に入る
ぎらつき現象が起こり、不快感を与えている。前項で示した従来技術では光干渉を利用し
て反射率を下げ、場合によってはぎらつき防止に対してある程度の効果を示すこともある
。しかしこのような光干渉法による方法では、可視光領域全ての波長での反射率を完全に
抑えるにはかなり多数の多層膜にする必要があり、1層から数層程度の多層膜ではある波
長での反射率は抑えられても他の波長の反射は残り、特定の色の反射光を有することにな
る。そこでは各層の膜厚を狙い通りに合わせ、かつ均一に形成する必要がある。それをプ
ラスチックフィルム上で形成するには、幅方向、長さ方向での多層での膜厚制御が必要に
なり、非常に製造コストの高いものになる。
【０００５】
本発明では上記のような問題点を解消するため、低コストでぎらつき現象の抑えられた窓
貼り用フィルムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の窓貼り用フィルムは上記問題点を解消するためになされたものであり、反射光
を拡散させてある特定方向に反射光が偏らないという発想から考えたものである。すなわ
ち、基材フィルムの少なくとも片面に金属薄膜層が設けられており、波長４００ｎｍ～８
００ｎｍにおける垂直反射率が３０％以下であり、かつ、全光線透過率が２０％以上であ
り、さらに、ヘーズが５０％以上であることを特徴とする窓貼り用フィルムである。
【０００７】
好ましくは、上記発明において波長４００ｎｍ～８００ｎｍにおける垂直反射率が１０％
以下であり、かつ、波長８００ｎｍ～２５００ｎｍにおける垂直反射率が５０％以下であ
ることを特徴とする窓貼り用フィルムである。波長８００ｎｍ～２５００ｎｍにおける垂
直反射率を５０％以下に抑えることにより、近赤外領域の熱線も拡散させ、ある特定の場
所に熱が集中しないようにすることが出来る窓貼り用フィルムが得られる。
【０００８】
　また、上記発明における基材フィルムとして金属薄膜層を設ける面にサンドブラスト加
工を行ったプラスチックフィルムを用いることが反射光を拡散させ、ぎらつき現象を抑え
る点において好ましい。
【０００９】
また、可視光領域の透過率を向上させるために、基材フィルムの少なくとも片面に金属薄
膜層および誘電体層を設けることが好ましい。例えば、基材フィルム／金属薄膜層／誘電
体層、基材フィルム／誘電体層／金属薄膜層／誘電体層の層構成などが用いられる。これ
らの膜厚は用いる金属薄膜層、誘電体層の種類や目標とする要求特性によって決定される
。
【発明の効果】
【００１０】
散乱光も含めた、高い可視光線透過率、高い近赤外線反射率を有し、さらに、反射光が拡
散されるため、可視光領域ではぎらつき現象、近赤外領域では特定場所の温度上昇を抑え
ることができる窓貼り用フィルムを提供するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
本発明に用いる基材フィルムの素材としては特に制限はなく、窓貼り用等としての目的を
達成するもので、スパッタ法や真空蒸着法等により薄膜層を形成し得る耐熱性を備えたも
ので、具体的にはポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリ
エチレンフィルム、ポリアミドフィルム、ポリイミドフィルムなどが好ましい。この基材
フィルムは請求項１の垂直反射率、全光線透過率を満足するために、その金属薄膜層を設
ける側の表面が荒れていることが必要である。その方法として、例えば表面にサンドブラ
スト加工を行う方法、あるいは基材フィルムの表面に酸化チタンや酸化ケイ素のような微
粒子、粉体を含んだ樹脂をコーティングする方法があげられる。さらには基材フィルムを
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製膜する時に無機微粒子を添加させる方法、あるいは発泡させて空洞を作る方法があげら
れる。これらの中で、サンドブラスト加工が、ヘーズをあげるのに最も性能が良く、また
積層膜間の密着力、生産性の点で最も好ましい。また、基材フィルムは、その表面がコロ
ナ放電処理、低温プラズマ処理などの表面処理がなされたものであっても良く、一般にプ
ラスチックフィルムと金属薄膜層との密着性を向上させることができて好ましい。これと
同じ目的で、何らかのアンカー層を設けても良い。
【００１２】
基材フィルムの厚さは５μｍ～２５０μｍの範囲、特に１０μｍ～１００μｍであること
が好ましい。厚さが５μｍ未満では製膜時にしわが入りやすくなり生産工程で問題を生じ
やすいというだけでなく、強度が低下して飛散防止特性などが十分でなくなる。また、２
５０μｍ超えると加工性が低下し、また、長尺ロール品として取扱いが困難になるため適
切でない。
【００１３】
次に、本発明に用いる金属薄膜層としては、特に制限はなく、具体的にはＡｕ、Ａｇ、Ｃ
ｕ、Ａｌ、Ｃｒ、Ｎｉ、ステンレス等の金属物質が好ましい。窓貼り用フィルムでは、ぎ
らつき防止の他に、散乱光も含めた可視光線透過率は高く、その一方近赤外領域では高い
反射率を有することが好ましいので、その意味ではこれらの領域に吸収の少ないＡｇ、Ａ
ｌが好ましい。吸収による太陽光線遮蔽、あるいは耐久性を重視する用途ではＣｒ、Ｎｉ
、ステンレスが好適に使用される。なお、金属薄膜層は必要に応じて金属物質を合金ある
いは積層構成で、２種以上併用してもよい。
【００１４】
金属薄膜層の形成方法としては公知の技術を用いることができる。特に真空蒸着法または
スパッタ法が好ましい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【００１５】
金属薄膜層の厚さは、本発明の窓貼り用フィルムの波長４００ｎｍ～８００ｎｍにおける
垂直反射率が３０％以下であり、かつ、全光線透過率が２０％以上の範囲を満足するよう
に設定することが必要である。これを満足する金属薄膜層の厚さは金属の種類によっても
異なり、また誘電体層との組み合わせ方によっても異なり、一概に決められない。一般的
には１ｎｍ～５０ｎｍの範囲、特に３ｎｍ～２０ｎｍの範囲であることが好ましい。厚さ
が薄すぎると金属薄膜層が連続層にならないため、近赤外線および赤外線反射率が低くな
って十分な熱線反射効果が発揮し難く、また、厚くなると可視光線透過率が低下して透明
性が悪くなるため適切でない。
【００１６】
本発明に用いる誘電体層としては、可視光線の反射を抑制し透過特性を高めるために、高
屈折率の誘電体からなる層である事が好ましい。具体的にはＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、Ｚｒ
Ｏ２、ＳｎＯ、Ｉｎ２Ｏ３およびＺｎＯ等が好ましい。これら誘電体の中に有機物が混在
していても良いが、この量が多いと屈折率が低下するため好ましくない。この例としては
、アルキルチタネート又はアルキルジルコニウムの加水分解により得られる有機化合物由
来のＴｉＯ２又はＺｒＯ２、あるいはナノサイズの誘電体微粒子を有する有機／無機のハ
イブリッド材料などがあげられる。これらはコーティング方式で形成されるため、加工性
に優れるので特に好ましい。
【００１７】
誘電体層の形成方法としては、ドライコーティング法もしくはウエットコーティング法の
公知の技術を用いることができる。ドライコーティング法の形成方法としては、真空蒸着
法またはスパッタ法、ウエットコーティング法の形成方法としては、バーコート法、ドク
ターブレード法、リバースロールコート法、グラビアロールコート法が用いられる。
【００１８】
誘電体層の厚さは、本発明の窓貼り用フィルムの波長４００ｎｍ～８００ｎｍにおける垂
直反射率が３０％以下であり、かつ、全光線透過率が２０％以上の範囲を満足するよう設
定することが必要である。この厚さは材料の種類や構成によって異なり、一概には決めら
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れないが、一般的には１ｎｍ～１００ｎｍの範囲、特に５ｎｍ～８０ｎｍの範囲であるこ
とが好ましい。なお、可視光領域の透過率を向上させるために、基材フィルムの少なくと
も片面に金属薄膜層および誘電体層を設けることが好ましい。例えば、基材フィルム／金
属薄膜層／誘電体層、基材フィルム／誘電体層／金属薄膜層／誘電体層の層構成などが用
いられる。
【００１９】
本発明の窓貼用フィルムは、前述の基材フィルムまたは金属薄膜層または誘電体層の上層
に、耐擦傷性、耐久性を高めるための保護層を設けても良い。本発明に用いる保護層とし
ては、特に制限はない。耐擦傷性には、公知のハードコート剤を用いれば良い。具体的に
はウレタン－アクリレート系、エポキシアクリレート系、ポリエステル－アクリレート系
などが好ましい。耐久性向上のためには、各構成によって最適の材料が選択される。
【００２０】
保護層の形成方法としては、公知の塗布方法を用いることができ、バーコート法、ドクタ
ーブレード法、リバースロールコート法、グラビアロールコート法が好ましい。
【００２１】
保護層の厚さは０．５μｍ～１０μｍの範囲、特に、１μｍ～５μｍの範囲であることが
好ましい。厚さが０．５μｍ未満では保護層としての耐擦傷性の機能が不十分になり易く
、また、１０μｍを越えるとコストアップになるだけでなく、膜応力が大きくなってカー
ルが発生するため適切でない。
【００２２】
保護層は、本発明の窓貼り用フィルム表面に直接塗布して形成させる他に、例えばハード
コート処理したポリエステルフィルムをアクリル系またはウレタン系の接着剤によりラミ
ネートすることにより形成させても良い。
【００２３】
本発明の窓貼り用フィルムは、窓などに貼り付けるために、前述の保護層が形成されてい
る側とは、反対側の窓貼り用フィルムの表面に、粘着層を設けても良い。本発明に用いる
粘着層としては、特に制限はなく、公知の粘着剤を用いれば良い。具体的にはアクリル系
あるいはシリコーン系などの粘着剤が好ましい。また、耐光性、コストや窓貼り用フィル
ムを剥がす必要がある場合を考慮するとアクリル系を用いるのが特に好ましい。本発明で
使用するアクリル系粘着剤は、溶剤系およびエマルジョン系どちらでも良いが、粘着力等
を高め易いことから、溶剤系粘着剤が好ましく、その中でも溶液重合で得られたものが特
に好ましい。この粘着剤には、添加剤として、例えば安定剤、紫外線吸収剤、難燃剤、帯
電防止剤等を含有させることもできる。
【００２４】
粘着層の形成方法としては、公知の塗布方法を用いることができ、バーコート法、ドクタ
ーブレード法、リバースロールコート法、グラビアロール法が好ましい。
【００２５】
粘着層の厚さは、１μｍ～５０μｍの範囲であることが好ましい。粘着力は粘着剤の厚さ
に依存するため、粘着層の厚さはある程度必要であり、厚さが１μｍ未満では、窓貼り用
フィルムの厚み斑とあいまって、部分的に、例えば窓ガラスとの接触が不十分となり、必
要な粘着力が得られにくく、また、５０μｍを超えると、コストアップとなる上、加工中
に十分な硬化が行われず、窓ガラスに貼り付けた後、剥がした時に粘着層間で凝集破壊が
生じ、粘着剤が残ってしまうため適切でない。
 
以下に実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は実施例のみに限定さ
れるものではない。
【実施例１】
【００２６】
　２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムにサンドブラスト加工処理を行ってある
帝人デュポンフィルム製サンドマットフィルム（厚さ５０μｍ、ＰＳタイプ）を用い、こ
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法により塗布、乾燥して厚さ３０ｎｍの誘電体層１を形成した。この誘電体層上にＡｇの
金属薄膜層をスパッタ法により厚さ１０ｎｍになるよう形成した。この金属薄膜層上に再
びテトラブチルチタネートのイソプロパノール溶液をグラビアコーティング法により塗布
、乾燥して厚さ５０nmの誘電体層２を形成した。
【実施例２】
【００２７】
　２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムにサンドブラスト加工処理を行ってある
帝人デュポンフィルム製サンドマットフィルム（厚さ５０μｍ、ＰＳタイプ）を用い、こ
の処理面上に、Ａｇの金属薄膜層をスパッタ法により厚さ１０ｎｍになるよう形成した。
この金属薄膜層上にテトラブチルチタネートのイソプロパノール溶液をグラビアコーティ
ング法により塗布、乾燥して厚さ５０nmの誘電体層２を形成した。
【実施例３】
【００２８】
２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムにサンドブラスト加工処理を行ってある帝
人デュポンフィルム製サンドマットフィルム（厚さ５０μｍ、ＰＳタイプ）を用い、この
処理面上に、Ａｇの金属薄膜層をスパッタ法により厚さ１０ｎｍになるよう形成した。
【実施例４】
【００２９】
実施例１の基材フィルムを用いる代わりに、厚さ５０μｍの帝人デュポンフィルム製白色
フィルム（厚さ５０μｍ、Ｕ２タイプ、添加剤タイプ）を用い、それ以外は実施例１と同
様にして実施例４の窓貼り用フィルムを得た。
【００３０】
（比較例１）
　実施例１の基材フィルムを用いる代わりに、東洋紡製２軸延伸ポリエチレンテレフタレ
ートフィルム（厚さ５０μｍ、Ａ４１００）を用い、それ以外は実施例１と同様にして比
較例１の窓貼り用フィルムを得た。
【００３１】
（比較例２）
実施例１の基材フィルムを用いる代わりに、東洋紡製２軸延伸ポリエチレンテレフタレー
トフィルム（厚さ５０μｍ、Ａ４１００）を用い、それ以外は実施例３と同様にして比較
例２の窓貼り用フィルムを得た。
【００３２】
上記の実施例１～４および比較例１、２で得られた窓貼り用フィルムについて、それぞれ
全光線透過率、ヘーズ、垂直反射率、近赤外線反射率の測定を行った。
（イ）全光線透過率
　得られた窓貼り用フィルムをダブルビーム方式ヘーズコンピューター（ＭＯＤＥＬ　Ｈ
ＧＭ－２Ｂ、スガ試験機株式会社、ＪＩＳ－Ｋ－７１０５）を用い、全光線透過率の測定
を行った。
（ロ） ヘーズ
　得られた窓貼り用フィルムを（イ）と同じ機器を用い、ヘーズの測定を行った。
（ハ）垂直反射率　
　得られた窓貼り用フィルムを分光光度計（Ｕｂｅｓｔシリーズ　Ｖ－５７０型、日本分
光株式会社）を用い、波長４００ｎｍ～８００ｎｍにおける垂直反射率の測定を行った。
そして、２ｎｍ毎の値の平均値をとった。
　（ニ）近赤外線反射率
　得られた窓貼り用フィルムを（ハ）と同じ機器を用い、波長８００ｎｍ～２５００ｎｍ
における垂直反射率の測定を行った。そして、２ｎｍ毎の値の平均値をとった。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
実施例１～実施例４では比較例１、比較例２と比較して垂直反射率が減少しているため、
反射光が拡散し、ぎらつき現象が押さえられたと考えることができる。実施例１と比較例
１、実施例３と比較例２は、基材フィルムが異なるだけでそれ以外は同じ構成であること
より、この差異は明白である。
【００３５】
　実施例３と比較すると実施例１、２では、全光線透過率は高い値となっている。そのた
め、金属薄膜層と誘電体層を組み合わせることにより全光線透過率が高くなり透明性に優
れていると言える。
【００３６】
　実施例１、４を比較すると、白色フィルムよりサンドマットフィルムの方がヘーズは高
く、垂直反射率は低いことから、反射を拡散している点で優れていると言える。
 
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、主として自動車等の車両、建築物等の窓ガラスに用いる窓貼り用フィルムで
あって、光源や太陽光によるぎらつき現象を抑え、居住性を向上するとともに、散乱光も
含めた、高い可視光線透過率、高い近赤外線反射率を有する窓貼り用フィルムを提供する
ものである。
 
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の窓貼り用フィルムの実施形態の一例を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
１、保護層
２、誘電体層２
３、金属薄膜層
４、誘電体層１
５、基材フィルム
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【図１】
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